
事業系ごみは、各区分に従って分別を行い指定の施設へ搬入してください。

古紙類再生業者

㈱増田喜 ２３-４４５７
丹南紙料㈱ ６２-２１９１

ナンエツ再生資源協同組合
２４-２３３８

南 越 清 掃 組 合
第２清掃センター
２８-１３７０

産業廃棄物処理業者

南 越 清 掃 組 合
第２清掃センター
２８-１３７０

産業廃棄物処理業者

南 越 清 掃 組 合
第２清掃センター
２８-１３７０

産業廃棄物処理業者

南 越 清 掃 組 合
第２清掃センター

産業廃棄物処理業者

南 越 清 掃 組 合
第２清掃センター

南 越 清 掃 組 合
エコクリーンセンター南越

４７-２５５３
（南越前町上野）

古 紙 類 ●新聞
●雑誌、チラシ
●ダンボール

●紙パック

空きカン ●従業員等の個人

排出物に限り

ます。

●中身を出して軽

く洗ってから出し
て下さい。

空きビン

ペットボトル ●従業員等の個人

排出物に限り

ます。

●中身を出して軽

く洗ってラベルと

キャップを外して
ください。

プラスチック
容器包装

●従業員等の個人

排出物に限り

ます。

●中身を出して軽

く洗ってから出し
てください。

燃やせるごみ ●生ごみは十分

水切りしてくだ

さい。

●出来るだけ紙

類は、資源化
してください。

燃やせないごみ ●従業員等の個人

排出物に限り

ます。

●ホースなど長い

物は、１ｍ程度

に切断してくだ
さい。

産業廃棄物 ●事業活動に伴い

排出物され法律

により指定され

た物。

●産業廃棄物処理

業者に依頼して
ください。

産業廃棄物
処理業者

自
ら
運
搬
す
る
か
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
事
業
者
に
委
託

古
紙
類
・
金
属
類
を
再
生
利
用
を
目
的
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
、
許
可
を
有
し
な
い
も
の
に
運
搬
を
依
頼
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
。

●従業員等の個人

排出物に限り

ます。

●中身を出して軽

く洗ってから出し
て下さい。


